
 
  

支援の名称 中規模多数利用建築物等の耐震化の促進 

制度の 

趣旨・背景 

 耐震改修促進法に基づく指示・指導・助言対象となる中・小規模多数利用建築物

の耐震診断及び耐震改修等を推進する。 

制度の 

内容 

〇事業や制度の概要 

 「建築物の耐震化の促進に関する法律」に定める指示・指導・助言の対象となる

建築物の耐震診断及び耐震改修等を行う際に、その費用の一部について、県（間接

補助）と市町が合わせて補助を行います。 

 

〇予算額 

  ２１，４１６（千円） 

 

〇補助率（限度額あり） 

  ２／３（国１／３、県１／６、市町１／６） 

 

〇助成内容、補助を受ける要件、補助の上限等 

①中規模多数利用建築物耐震診断助成 

 限度額：㎡単価による限度額、用途に応じて定める限度額※のうち低い額 

     ※幼稚園又は保育所：2,750 千円、小・中学校：4,460 千円、物販店・旅館等：5,240 千円 

②中規模避難施設耐震化助成 

要  件：中規模多数利用建築物のうち、災害時に避難所としての活用が可能な

ホテル・旅館等で、県又は市町と協定を締結したもの 

限度額：㎡単価による限度額、その他定める限度額※のうち低い額 

   ※補強設計：5,240 千円、耐震改修：102,000 千円（特に倒壊の危険性が高い場合：112,000 千円） 

 ③小規模多数利用建築物耐震診断助成 

 限度額：㎡単価による限度額、用途に応じて定める限度額※のうち低い額 

     ※幼稚園又は保育所：1,840 千円、左記以外：3,670 千円） 

 

  

対象と 

なる方 

○建築物の耐震改修促進に関する法律に定める指示対象となる中規模多数利用建築
物の所有者等 

 
○建築物の耐震改修促進に関する法律に定める指導・助言対象となる小規模多数利

用建築物の所有者等 

問い合わせ 

先など 

○所管部署 

 兵庫県 まちづくり部 建築指導課 

TEL：０７８-３６２-４３４０ 
E-mail：kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp 
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